
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が具現される表示領域を有するＰＤＰと、
　前記ＰＤＰの背面に結合されるシャーシベースと、
　導電部を有し、前記ＰＤＰを駆動する少なくとも１つの電子装置が搭載されたものであ
って、少なくとも１つの締結孔を具備して、前記締結孔を貫通するボルト部材により前記
シャーシベースに結合される少なくとも１つの回路基板と、を含み、
　少なくとも前記締結孔には前記導電部及びボルト部材に接触されるものとして、前記シ
ャーシベースの前記回路基板が結合される部分に挿入されるガイド部を有する導電部材が
さらに具備され、前記シャーシベースの前記回路基板が結合される部分には前記ガイド部
に対応する締結溝がさらに具備されることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記導電部材は前記回路基板に回路基板の厚さ方向に挿入された接地部と、前記締結孔
の周囲を取り囲む支持部と、で具備され、前記ガイド部は前記支持部から延びることを特
徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記導電部材は前記回路基板の一面に結合される第１導電部材と、前記回路基板の他面
に結合される第２導電部材と、で具備され、前記ガイド部は前記第２導電部材に具備され
ることを特徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項４】
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　前記第１導電部材と第２導電部材とは少なくとも一側が連結されることを特徴とする
に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項５】
　前記第１導電部材及び第２導電部材のうち少なくとも前記第１導電部材及び第２導電部
材の１つにはその外面が前記締結孔の内側面に接触されるように形成された貫通部が具備
されることを特徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項６】
　

ことを特徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記導電部材はその外面が前記締結孔の内側面に接触された導電チューブで具備され、
前記ガイド部は前記導電チューブの端部から延びることを特徴とする に記載のプ
ラズマディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記導電チューブは前記ボルト部材に接触される部分に第１扁平部を具備したことを特
徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記印刷回路基板は少なくとも二層で具備され、前記導電部は前記印刷回路基板の各層
に具備されることを特徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記シャーシベースには前記締結孔に対応する位置に突出された形態のボス部が具備さ
れ、前記ボルト部材は前記ボス部に締結され、前記締結溝は前記ボス部の先端に具備され
ることを特徴とする に記載のプラズマディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ  Ｄｉｓｐｌａｙ  Ｐａｎ
ｎｅｌ）に係り、より詳細には、回路基板の結合構造及び接地構造が改善されたＰＤＰに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常的にＰＤＰはガス放電現象を利用して画像を表示するためのものであって、表示容
量、輝度、コントラスト、残像、視野角などの各種表示能力が優秀であり、陰極線管に代
えられる表示装置として脚光を浴びている。このようなＰＤＰは電極に印加される直流ま
たは交流電圧によって電極間のガスで放電が発生し、ここで伴われる紫外線の放射によっ
て蛍光体を励起させて発光する。
【０００３】
　ＰＤＰは放電メカニズムによって交流型（ＡＣ型）と直流型（ＤＣ型）に両分される。
前記直流型は、ＰＤＰを構成する各電極が放電セルに封入されるガス層に直接露出されて
、それに印加される電圧がそのまま放電ガス層に印加されるものであり、前記交流型は、
各電極が放電ガス層及び誘電体層によって分離されて放電現象時に発生する荷電粒子を前
記電極が吸収せずに壁電荷を形成し、このような壁電荷を利用して放電を起こすものであ
る。
【０００４】
　一般的なＰＤＰ装置は、画像を具現するＰＤＰが、熱伝導性の放熱シートが介在された
状態でシャーシベースに接合されている。そして、このシャーシベースに形成されたボス
に各種電子部品が搭載された回路基板が結合される。この回路基板は、回路基板に形成さ
れた複数の締結孔を前記ボスと整列した状態でボルトによりボスと結合される。
【０００５】
　一方、前記のような回路基板１０４は図１８及び図１９で分かるように、前記ボス１３
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前記ガイド部は前記ボルト部材が貫通される前記第２導電部材の部分を下側に折曲させ
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１を通じてシャーシベース１０３に接地される。
【０００６】
　すなわち、図１８で分かるように、回路基板１０４の締結孔１４１の周囲には複数の接
地用ハンダ付け部１４２が形成されている。この接地用ハンダ付け部１４２は、図１９で
分かるように、回路基板１０４を貫通して形成されている。通常、回路基板１０４は多層
構造で構成されており、その断面に沿って複数の回路接地線１４３が内蔵されている。前
記接地用ハンダ付け部１４２はこの接地線１４３を貫通するように形成されており、その
上端は回路基板１０４の上面外側に表れている。
【０００７】
　このように形成された接地用ハンダ付け部１４２は図１９で分かるように、締結用ボル
ト部材１０５を接触させて接地させるものである。すなわち、回路基板１０４の各接地線
１４３は接地用ハンダ付け部１４２とボルト部材１０５とを通じてシャーシベース１０３
に接地される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、前記のような接地構造において、接地用ハンダ付け部１４２は回路基板１０
４の上面に突出しており、この接地用ハンダ付け部１４２を何れも接地させるためにはボ
ルト部材１０５を深く締結させねばならない。ボルト部材１０５を極めて浅く締結させる
場合には、前記接地用ハンダ付け部１４２のうち一部と接触されず、ボルト部材１０５が
容易に解けてしまうためである。したがって、通常はボルト部材１０５を深く締結するが
、このようにボルト部材１０５を深く締結する場合には、回路基板１０４を破損させるか
、回路基板１０４に変形をもたらし、熱変形や振動時にボルト部材１０５が解ける問題が
発生し、これによって接地が正常に行われなくなる。そして、このように回路基板１０４
に接地が正常に行われなくなれば、電流及び電圧ノイズを効果的に減少できず、ＥＭＩ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ  Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）特性が低下する問題が生
じる。
【０００９】
　本発明は、前記のような問題を解決するために案出されたものであって、回路基板を効
果的に接地させ、同時に回路基板を安定的に固定させうるプラズマディスプレイ装置を提
供するのにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明は、画像が具現される表示領域を有するＰＤ
Ｐと、前記ＰＤＰの背面に結合されるシャーシベースと、前記シャーシベースに結合され
る少なくとも１つの回路基板を含むプラズマディスプレイ装置と、を提供する。この時、
前記回路基板は導電部を有し、前記ＰＤＰを駆動する少なくとも１つの電子装置が搭載さ
れたものであって、少なくとも１つの締結孔を具備して、前記締結孔を貫通するボルト部
材により前記シャーシベースに結合される。そして、少なくとも前記締結孔には前記導電
部及びボルト部材に接触された導電部材がさらに具備される。
【００１１】
　また、本発明のプラズマディスプレイ装置の回路基板の少なくとも前記締結孔には、前
記導電部及びボルト部材に接触されるものとして、前記シャーシベースの前記回路基板が
結合される部分に挿入されるガイド部を有する導電部材がさらに具備され、前記シャーシ
ベースの前記回路基板が結合される部分には前記ガイド部に対応する締結溝がさらに具備
される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によるプラズマディスプレイ装置によれば、次のような効果が得られる。　
　第１に、導電部材の採用によって回路基板の接地面積を増大させて、接地不良による電
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流及び電圧ノイズや誤動作が防止できる。　
　第２に、回路基板をシャーシベースに連結する連結構造をさらに堅固にでき、ボルト部
材の締結による回路基板の変形などを防止し、ボルト部材が解ける問題などが防止できる
。　
　第３に、回路基板の装着位置を簡単に把握できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明による望ましい実施例を詳細に説明すれば、次の通りであ
る。
【００１４】
　図１は、本発明の望ましい一実施例によるプラズマディスプレイ装置の部分分解斜視図
である。図１を参照すれば、本発明の望ましい一実施例によるプラズマディスプレイ装置
は、透明なガラス材で具備された第１基板１１と第２基板１２とを有するＰＤＰ１を具備
する。このＰＤＰ１はシャーシベース３に接合されて固定されるが、本発明の一実施例に
よれば、前記シャーシベース３との間に熱伝導性素材で具備された放熱シート２がさらに
介在されうる。そして、前記シャーシベース３には前記ＰＤＰ１を駆動させる各種電子部
品が搭載された回路基板６が少なくとも１つ以上結合される。このようにシャーシベース
３に結合されたＰＤＰ１は図示していないが、別途のケース部材に収納され、ＰＤＰ１の
前面にはフィルタ部材などがさらに結合されうる。
【００１５】
　本発明において、前記画像を具現するＰＤＰ１はいかなる種類のＰＤＰも適用されうる
が、その一例として、交流型の面放電型ＰＤＰが採用されうる。
【００１６】
　一方、前記シャーシベース３に結合される回路基板６は少なくとも１つ以上の締結孔６
１を具備する。そして、ボルト部材７がこの締結孔６１を貫通してシャーシベース３に締
結され、これによって回路基板６が前記シャーシベース３に固定的に結合される。本発明
の望ましい一実施例において、前記シャーシベース３は前記締結孔６１に対応する位置に
ボス部３１を具備し、前記ボルト部材７は前記ボス部３１に締結されうる。しかし、この
ような締結構造は必ずしもこれに限定されるものではなく、前記シャーシベース３にボル
ト部材７を締結して回路基板６が固定できる構造であれば、いかなる構造であっても適用
可能である。そして、後述するように、回路基板６の接地のために前記ボルト部材７は電
気伝導性素材よりなることが望ましい。また、本発明による締結用部材としては前記ボル
ト部材７の他にも多様なものが使われうる。すなわち、ボルト部材７の他にもリベットや
その他の締結用部材が使われうる。
【００１７】
　一方、前記回路基板６には図２及び図３で分かるように、別途の導電部材８が介在され
たままでボルト部材７が結合される。前記導電部材８はアルミニウムのような導電性素材
で具備されうるが、表面にニッケルがメッキされて強度を補完できる。そして、図２及び
図３で分かるような本発明の望ましい一実施例によれば、回路基板６の厚さ方向に挿入さ
れた接地部８１と、前記締結孔６１の周囲を取り囲む支持部８２とで具備される。
【００１８】
　前記回路基板６は前記のように、複数層で具備されうるが、各層には導電部６３が具備
されており、この導電部６３をシャーシベース３に完全に接地させて初めてプラズマディ
スプレイ装置の電流及び電圧ノイズを減少させ、誤作動が防止できる。
【００１９】
　したがって、この接地のために、本発明の望ましい一実施例は図３で見られるように、
別途の導電部材８を具備したものである。この導電部材８は、図２で分かるように、平板
状に具備でき、一端に接地部８１を具備して、この接地部８１が回路基板６の厚さ方向に
挿入されて回路基板６の各導電部６３と接触されるようにする。そして、締結孔６１に対
応する位置には締結孔６１を取り囲むように支持部８２が加工されている。この支持部８
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２は板状の導電部材８に締結孔６１の直径より小さな直径の孔を穿孔し、バーリング加工
により円周部を曲げて締結孔６１の内側に挿入させることによって形成できる。そして、
前記支持部８２にはボルト部材７が結合されて前記ボス部３１に締結される。
【００２０】
　本発明の望ましい一実施例によれば、このように平板状の導電部材８とこの導電部材８
の一端に具備された接地部８１とを回路基板６に挿入させることによって回路基板６の導
電部６３とボルト部材７との接触面積を増大させて接地をさらに確実にできる。また、ボ
ルト部材７をボス部３１に締結する時にもボルト部材７が支持部８２に均一に接触される
ので、力を分散させられて、回路基板６の変形、破壊などが防止でき、これによってボル
ト部材７が解ける問題などを解決できる。
【００２１】
　図４及び図５は、本発明の望ましい他の一実施例による導電部材を説明するためのもの
であって、前記導電部材８は回路基板６の上面に結合される第１導電部材８３と、回路基
板６の下面、すなわちシャーシベース３に向かった面に具備された第２導電部材８４とで
具備される。
【００２２】
　このように第１及び第２導電部材８３、８４で具備された導電部材８も前記のように、
回路基板６の導電部６３とボルト部材７とを電気的に接続させて接地させる。
【００２３】
　図４及び図５で分かるような本発明の望ましい他の一実施例によれば、前記第１導電部
材８３と第２導電部材８４とはその一側が連結されるように具備されうる。これは図２及
び図３による実施例より長い板状に形成して、回路基板６の締結孔６１の周囲で折曲して
形成できる。
【００２４】
　このような第１及び第２導電部材８３、８４の場合にもそれぞれ回路基板６の厚さ方向
に挿入される第１及び第２接地部８３ａ、８４ａが具備され、締結孔６１の周囲を取り囲
む第１及び第２支持部８３ｂ、８４ｂが具備される。この第１及び第２接地部８３ａ、８
４ａと、第１及び第２支持部８３ｂ、８４ｂとの機能は前記のようである。
【００２５】
　このように前記導電部材８を第１導電部材８３と第２導電部材８４とで形成すれば、回
路基板６の各導電部６３との接触面積がさらに増大して接地効果がさらに優秀になる。そ
して、第１導電部材８３と第２導電部材８４とが連結された構造によってボルト部材７の
締結時の回路基板６の変形がさらに抑制できる。
【００２６】
　前記のように、第１及び第２導電部材８３、８４が具備された構造は必ずしもこれに限
定されるものではなく、図６のように、相互連結されないように具備させる場合もある。
この時にも各導電部材には第１及び第２接地部８３ａ、８４ａと第１及び第２支持部８３
ｂ、８４ｂとが具備されうる。
【００２７】
　のみならず、図７及び図８から分かるように、第１導電部材８３と第２導電部材８４と
を相互連結させた状態で第１導電部材８３に前記貫通孔６１に挿入された貫通部８５を具
備させることもできる。この貫通部８５は締結孔６１の内側面に接触されるように形成さ
れて回路基板６と導電部材８との電気的接触をさらに増大させ、これによって回路基板６
のシャーシベース３への接地効果を高められる。もちろん、第１導電部材８３と第２導電
部材８４とが連結されていることによって、前記のように、回路基板６の変形が防止でき
る効果をさらに増大させうる。
【００２８】
　図９及び図１０は、本発明の望ましいさらに他の一実施例による導電部材８を説明する
ためのものであって、図９及び図１０で分かるように、前記導電部材８はその外面が前記
締結孔６１の内側面に接触された導電チューブ８６で具備されうる。この場合、前記導電
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チューブ８６はその外径が前記締結孔６１の内径と一致するように形成される。そして、
その長さは前記回路基板６の厚さとほぼ同じく形成できる。
【００２９】
　これによって、導電チューブ８６は締結孔６１の内側面を通じて回路基板６の導電部６
３と電気的に接触され、その上端または下端でボルト部材７と接触してシャーシベース３
に接地される。したがって、この導電チューブ８６により接地面積は増大し、回路基板６
の変形が防止されてボルト部材７が解けることを防止できる。
【００３０】
　また、前記導電チューブ８６は図１１及び図１２に示されたように、ボルト部材７に接
触される部分に第１扁平部８６ａを具備する場合もある。この第１扁平部８６ａは導電チ
ューブ８６の上端を拡管させた後、折曲させて形成できるが、この第１扁平部８６ａによ
りボルト部材７との接触面積をさらに増大させ、ボルト部材７がより安定的に締結されう
る。
【００３１】
　前記導電チューブ８６には図１３で分かるように、前記シャーシベース３のボス部３１
に接触される端部に第２扁平部８６ｂが具備されうる。これは導電チューブ８６を長く形
成して、その上端及び下端を拡管させて折曲することによって形成されうる。このように
導電チューブ８６の両端に扁平部を具備させることによって導電チューブ８６とボルト部
材７及びボス部３１との接触面積が増大して回路基板６の接地効果を増大させ、回路基板
６を変形させずにボルト部材７をより安定的に締結できる。
【００３２】
　一方、本発明によれば、前記のような導電部材８のシャーシベース３に結合される部分
にはこのシャーシベース３の部分に挿入されるガイド部がさらに具備され、シャーシベー
ス３の締結部位にはこのガイド部に対応する締結溝をさらに具備させて回路基板とシャー
シベースとの結合をより堅固にできる。
【００３３】
　すなわち、図１４で分かるように、図３のような導電部材８の構造で前記ガイド部８７
が締結孔６１の周囲を取り囲む支持部８２から延びるようにし、このガイド部８７に対応
するようにボス部３１に締結溝３２を形成することが望ましい。
【００３４】
　一方、図１５で分かるように、図８のような導電部材８で第２導電部材８４のボルト部
材７が貫通される部分を下側に折曲させてガイド部８７が形成できる。この時にも、ボス
部３１にはガイド部８７に対応する締結溝３２を形成する。
【００３５】
　また、図１６のように、図１０で分かる導電部材８、すなわち導電チューブ８６のボス
部３１に向かった端部をさらに延長させてガイド部８７を形成し、このガイド部８７をボ
ス部３１の締結溝３２に挿入でき、図１７のように、図１２で分かる導電チューブ８６を
使用してガイド部８７を形成する場合もある。
【００３６】
　このように前記ガイド部８７及び締結溝３２の構造は前記のような本発明のあらゆる実
施例に適用されうる。
【００３７】
　前記のようなガイド部８７と締結溝３２とにより前記導電部材はボス部にさらに堅固に
付着でき、結合位置を正確に決定できる。
【００３８】
　本明細書では本発明を限定された実施例を中心に説明したが、本発明の思想的範囲内で
多様な実施例が可能である。また、説明されていないが、均等な手段も本発明にそのまま
結合されうる。したがって、本発明の真の保護範囲は特許請求の範囲によって定められね
ばならない。
【産業上の利用可能性】
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【００３９】
　本発明はプラズマディスプレイ装置に適用されて、テレビ及び各種広告掲示板などに使
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明によるプラズマディスプレイ装置を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の望ましい一実施例による回路基板とシャーシベースとの結合構造を示す
斜視図である。
【図３】図２の断面図である。
【図４】本発明の望ましい他の一実施例による回路基板とシャーシベースとの結合構造を
示す斜視図である。
【図５】図４の断面図である。
【図６】図４の変形された実施例を示す断面図である。
【図７】本発明の望ましいさらに他の一実施例による回路基板とシャーシベースとの結合
構造を示す斜視図である。
【図８】図７の断面図である。
【図９】本発明の望ましいさらに他の一実施例による回路基板とシャーシベースとの結合
構造を示す斜視図である。
【図１０】図９の断面図である。
【図１１】本発明の望ましいさらに他の一実施例による回路基板とシャーシベースとの結
合構造を示す斜視図である。
【図１２】図１１の断面図である。
【図１３】図１１の変形された実施例を示す断面図である。
【図１４】本発明の相異なる実施例を示す断面図である。
【図１５】本発明の相異なる実施例を示す断面図である。
【図１６】本発明の相異なる実施例を示す断面図である。
【図１７】本発明の相異なる実施例を示す断面図である。
【図１８】従来の回路基板とボス部との結合構造を示す部分分解斜視図である。
【図１９】図１８の断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　３　シャーシベース
　６　回路基板
　７　ボルト部材
　８　導電部材
　３１　ボス
　６１　締結孔
　６３　導電部
　８１　接地部
　８２　支持部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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